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株主各位

証券コード　9068
2024年６月７日

株 主 各 位
横 浜 市 中 区 南 仲 通 二 丁 目 1 5 番 地

代表取締役社長 岡 田 廣 次

当社ウェブサイト
（https://www.maruzenshowa.co.jp/ir/stock/?tab=1）

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

第122回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第122回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますの
で、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ
トにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

　上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（丸全昭和運輸）または証券コード
（9068）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書
類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。

　なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等の方法によって議決権を行使する
ことができます。株主総会参考書類をご検討くださいまして、郵送による行使の場合は、本招集
ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき2024年６月26日（水曜
日）午後５時45分までに到着するようご送付ください。インターネット等による行使の場合
は、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp）より、2024年６月26日
（水曜日）午後５時45分までに議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。
　インターネット等による議決権行使に際しましては、４ページの「インターネット等による議
決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2024年６月27日（木曜日）午前10時
２．場 所 横浜市中区尾上町一丁目８番地 関内新井ビル11階

関内新井ホール（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．会議の目的事項
報 告 事 項 １. 第122期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結
果報告の件

２. 第122期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

     

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。

◎電子提供措置事項のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」、「株式会社の支配に関する
基本方針」、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および当社定款第17条の規定
に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
したがいまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報
告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおいて、その旨、修
正前および修正後の事項を掲載させていただきます。
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議決権行使のご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年６月27日（木曜日）
午前10時

2024年６月26日（水曜日）
午後５時45分到着分まで

2024年６月26日（水曜日）
午後５時45分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第２、３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。議決権行使書面において、議案に対する賛否の表示が無い場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
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議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。１

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。３

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

２

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

（2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況
①　事業の経過および成果

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い各種制限が緩和され、社
会経済活動が正常化に向かい、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、長引くウクライナ紛
争や円安による物価上昇、世界的な金融引締め継続の影響等による海外経済の下振れが、国内の景気を下押し
するリスクとなるなど、依然として景気の先行きは、不透明感が拭えない状況となりました。

一方、物流業界におきましては、国内貨物の輸送量は、新規の住宅着工戸数の減少を受けて建設関連貨物が
伸び悩み、また物価高騰の影響から個人消費が低調となった影響で、消費関連貨物も減少するなど、年間を通
じて全体的に減少となりました。また国際貨物の輸送量は、船積み貨物は、機械類の中で一般機械は低調な荷
動きが続きましたが、アメリカ、EU向けの自動車部品の輸出が回復傾向となりました。また、航空貨物は、海
上輸送への貨物回帰が続き、全体的には減少となりましたが、車載半導体不足の解消に伴う工場生産の正常化
を受けて、自動車部品の荷動きが回復しました。

更に、長年に亘って問題となっているドライバー不足や同業者間の価格競争などの問題に加えて、2024年問
題への対応が求められました。そしてトラックの燃料価格も、原油価格が上昇した影響により、高止まりで推
移しました。

このような状況のもと、当社グループでは、2022年度を初年度とする３か年にわたる第８次中期経営計画の
２年目を迎えました。本計画２年目の取り組みとしては、３ＰＬ事業の拡大とともに「成長ターゲット」では
農業関連分野の売上の拡大、「事業競争力の強化」では、当社独自のＬＬＰサービス（ＭＡＬｏＳ）の１つと
して、ＣＯ２排出量可視化サービスの提供や新たな業界別プラットフォームの構築、「企業基盤の強化」で
は、ＤＸの推進や研修プログラムの拡充による人材の育成、ＥＳＧデータやＴＣＦＤなど非財務情報に関する
開示への取り組み等、各施策を実行し、当社グループ全役員・社員が一丸となり、目標売上・利益の達成に努
めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績につきましては、売上高は140,194百万円（前年同期比0.5%減）、
営業利益は13,204百万円（前年同期比4.0%増）、経常利益は14,271百万円（前年同期比3.6%増）、そして
親会社株主に帰属する当期純利益は9,741百万円（前年同期比9.1%増）となりました。
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事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

事業別の状況は次のとおりであります。

＜物流事業＞
物流事業は、貨物自動車運送事業については、関東地区では、日用雑貨や半導体機器の取り扱い減少があり

ましたが、住宅資材や建設機械等の取り扱い増加がありました。中部地区では、ステンレス製品の取り扱い減
少がありました。関西地区では、住宅設備機器や産業用機器の取り扱い減少がありましたが、電力機器関連の
取り扱い増加がありました。さらに、モーター関連製品の取り扱い減少がありましたが、貨物自動車運送事業
全体では、若干の増収となりました。

港湾運送事業については、関東地区では、車両および発電用原料の取り扱い増加がありましたが、建設機械
の輸出や非鉄金属、穀物の取り扱い減少がありました。中部地区では、自動車部品の取り扱い減少があり、港
湾運送事業全体では、減収となりました。

倉庫業については、関東地区では、合成樹脂や住宅資材の取り扱い減少がありましたが、化成品や食品の取
り扱い増加がありました。中部地区では、住宅設備機器の取り扱い増加がありました。関西地区では、日用雑
貨や油脂の取り扱い増加があり、倉庫業全体では、増収となりました。

鉄道利用運送事業については、住宅資材の取り扱い増加があり、増収となりました。
物流附帯事業については、外航船収入では、化成品や電極関連品の取り扱い減少があり、大幅な減収となり

ました。内航船収入では、穀物等の取り扱い減少があり、減収となりました。航空収入では、化成品の取り扱
い減少があり、減収となりました。物流附帯事業全体では、減収となりました。

以上により、＜物流事業＞は前年同期比0.7％の減収となりました。

＜構内作業及び機械荷役事業＞
構内作業については、飲料用樹脂およびステンレス製品の取り扱い減少がありましたが、工業塩の取り扱い

増加があり、構内作業及び機械荷役事業全体では、若干の増収となりました。
以上により、＜構内作業及び機械荷役事業＞は前年同期比1.6％の増収となりました。

＜その他事業＞
工事収入については、国内の設備移設案件や機械据付案件の取り扱い減少があり、減収となりました。その

他事業全体では、若干の減収となりました。
以上により、＜その他事業＞は前年同期比0.9%の減収となりました。

（注）ＭＡＬｏＳ：Maruzen Advanced Logistics Solution 「丸全版先進的物流ソリューション」を意味し、
３ＰＬを発展させた当社独自のＬＬＰサービスの名称です。

－ 6 －



2024/05/30 16:23:29 / 23071812_丸全昭和運輸株式会社_招集通知_電子提供措置用

事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

事 業 別 売 上 高
金 額 前期比率 構成比率

物 流 事 業 百万円 ％ ％
121,860 △0.7 86.9

構 内 作 業 及 び 機 械 荷 役 事 業 15,944 1.6 11.4

そ の 他 事 業 2,389 △0.9 1.7

合 計 140,194 △0.5 100.0

なお、事業別の売上高は、以下の表のとおりであります。

②　設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資は、物流拠点の確保、保管設備の増強

ならびに輸送力強化・環境対応のための車輌・機械荷役装置への投資などであり、その総額は6,572百万円と
なりました。

当連結会計年度中に完成した主要設備は次のとおりであります。
・丸全電産ロジステック平湖新倉庫（中国浙江省）
・丸全北海道運輸苫小牧第二期倉庫（北海道苫小牧市）

③　資金調達の状況
該当事項はありません。

⑵　直前３事業年度の財産および損益の状況 （単位：百万円）

区 分 第　119　期
2020年度

第　120　期
2021年度

第　121　期
2022年度

第　122　期
（当連結会計年度）

2023年度
売 上 高 121,136 136,850 140,861 140,194
経 常 利 益 10,490 12,567 13,781 14,271
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 6,748 8,579 8,931 9,741

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 332円73銭 423円02銭 440円37銭 481円19銭
総 資 産 157,922 170,919 177,443 191,357
純 資 産 100,858 108,514 116,085 127,941
１ 株 当 た り 純 資 産 4,884円07銭 5,259円39銭 5,628円39銭 6,283円23銭

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しております。
２. １株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29条　2020年３月31日）等を第120期（2021年度）の期首から適用し

ております。
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重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容
丸 十 運 輸 倉 庫 株 式 会 社 百万円

121
％

100.0 物流事業、構内作業及び機械荷役事業

丸 全 北 海 道 運 輸 株 式 会 社 90 100.0 物流事業
丸 全 水 戸 運 輸 株 式 会 社 30 100.0 物流事業
丸 全 ト ラ ン ス ポ ー ト 株 式 会 社 250 100.0 物流事業
昭 和 物 流 株 式 会 社 50 95.0 物流事業
昭 和 ア ル ミ サ ー ビ ス 株 式 会 社 50 100.0 物流事業、構内作業及び機械荷役事業

ＳＡＳロジスティックス株式会社 150 100.0
(100.0) 物流事業

株 式 会 社 ス マ イ ル ラ イ ン 35 100.0 物流事業
丸 全 京 葉 物 流 株 式 会 社 50 100.0 物流事業、構内作業及び機械荷役事業
丸 全 港 運 株 式 会 社 80 100.0 物流事業
丸 全 ト ラ ン ス パ ッ ク 株 式 会 社 20 100.0 物流事業
丸 全 流 通 サ ー ビ ス 株 式 会 社 15 100.0 物流事業、構内作業及び機械荷役事業
丸 全 茨 城 流 通 株 式 会 社 15 100.0 物流事業、構内作業及び機械荷役事業
丸 全 九 州 運 輸 株 式 会 社 20 100.0 物流事業、構内作業及び機械荷役事業
武 州 運 輸 倉 庫 株 式 会 社 90 100.0 物流事業
丸 全 中 部 流 通 株 式 会 社 20 100.0 物流事業、構内作業及び機械荷役事業
丸 全 関 西 流 通 株 式 会 社 15 100.0 物流事業、構内作業及び機械荷役事業
鹿 島 タ ン ク タ ー ミ ナ ル 株 式 会 社 1,000 93.5 物流事業
丸 全 電 産 ロ ジ ス テ ッ ク 株 式 会 社 250 100.0 物流事業、構内作業及び機械荷役事業
国 際 埠 頭 株 式 会 社 1,800 85.9 物流事業

丸 全 電 産 儲 運 （ 平 湖 ） 有 限 公 司 27,400
（千米ドル）

100.0
(8.7) 物流事業、構内作業及び機械荷役事業

ベトナム丸全電産ロジステック会社 16,110,930
（千ベトナムドン）

100.0
(100.0) 物流事業

マ ル ゼ ン ・ オ ブ ・ ア メ リ カ
イ ン コ ー ポ レ イ テ ッ ド

7,100
（千米ドル） 100.0 物流事業

⑶　重要な子会社の状況

（注）１. 議決権比率の（　　）内は、間接所有割合の内数であります。
２. 当社の連結子会社は、上記の重要な子会社23社であり、持分法適用関連会社は１社であります。

－ 8 －



2024/05/30 16:23:29 / 23071812_丸全昭和運輸株式会社_招集通知_電子提供措置用

対処すべき課題、主要な事業内容

⑷　対処すべき課題
今後の我が国経済は、他の先進諸国と比較して、アフターコロナ社会に移行後の回復が遅れ、景気が足踏み

状態にありましたが、雇用情勢の改善や人手不足の深刻化を背景に賃金の上昇が進み、個人消費の低迷は徐々
に回避され、企業においても、業績改善を背景に設備投資は底堅さを維持するなど内需を中心に緩やかな景気
回復が続くと予想されます。
一方、海外に目を向けると、世界経済は緩やかな減速傾向が継続し、物価上昇率の低下傾向が続くなかで

も、各国で高金利が維持されていることから、需要抑制効果が強く、貿易量の低迷にもつながっています。
このような状況のもと、当社グループでは、2022年度を初年度とする３か年にわたる第８次中期経営計画の

最終年度を迎えました。本計画最終年度の取り組みとして、「成長ターゲット」では、ターゲット企業に対す
る新規受注を目指し更なる営業の推進、「事業競争力の強化」では、新たな物流プラットフォームを構築し、
持続可能な物流サービスを提供できる基盤の整備に取り組むほか、国内外において新たな拠点の設置を推進
し、ネットワークの拡充を図ります。そして「企業基盤の強化」では、次期基幹システム（ＭＡＬｏＳシステ
ム）を2025年度稼働に向けて開発を着実に進めるとともに、当社の人的資本の向上を推進するための人材育成
や財務・非財務の活動を結びつけた情報開示の強化、協力会社を含めたサステナビリティ活動など各施策を実
行し、当社グループ全役員・社員が一丸となり、目標売上・利益の達成に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、何とぞ格別のご理解をいただき、倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますようお願
い申しあげます。

事 業 区 分 主 要 な 事 業 内 容

物 流 事 業
貨物自動車運送事業、利用運送事業（貨物自動車・鉄道・外航海運・内航海運・航空）、港湾運送事業（一
般港湾運送・港湾荷役（船内、沿岸）・艀運送）、倉庫業、通関業、梱包業、海上運送事業、航空運送代理
店業

構 内 作 業 及 び
機 械 荷 役 事 業

工場構内での原料、製品、重量物、精密機械等の移送、組立、充填、構内倉庫への保管、入出荷作業とこれ
らに附帯する諸作業並びに機械の賃貸

そ の 他 事 業 建設業、警備業、不動産業、保険代理業、自動車整備業

⑸　主要な事業内容（2024年３月31日現在）
　当社グループは、物流事業を主な事業として、以下の事業活動を展開しております。
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主要な事業所

⑹　主要な事業所（2024年３月31日現在）
①　当社

本　社　　横浜市中区南仲通二丁目15番地
支　店　　鹿島支店（茨城県神栖市）　 東京海運支店（東京都港区）

川崎支店（川崎市川崎区）　 横浜海運支店（横浜市中区）
関東支店（横浜市中区）　　 中部支店（名古屋市中村区）
関西支店（大阪市北区）　　 堺泉北支店（堺市堺区）
東京事務所（東京都港区）

②　重要な子会社の本社
丸十運輸倉庫株式会社（岡山県岡山市）
丸全北海道運輸株式会社（北海道苫小牧市）
丸全水戸運輸株式会社（茨城県笠間市）
丸全トランスポート株式会社（横浜市旭区）
昭和物流株式会社（川崎市川崎区）
昭和アルミサービス株式会社（栃木県小山市）
ＳＡＳロジスティックス株式会社（栃木県小山市）
株式会社スマイルライン（東京都港区）
丸全京葉物流株式会社（千葉県市原市）
丸全港運株式会社（横浜市中区）
丸全トランスパック株式会社（横浜市鶴見区）
丸全流通サービス株式会社（横浜市中区）
丸全茨城流通株式会社（茨城県神栖市）
丸全九州運輸株式会社（北九州市小倉北区）
武州運輸倉庫株式会社（東京都港区）
丸全中部流通株式会社（名古屋市中村区）
丸全関西流通株式会社（大阪市北区）
鹿島タンクターミナル株式会社（茨城県神栖市）
丸全電産ロジステック株式会社（東京都港区）
国際埠頭株式会社（横浜市中区）
丸全電産儲運（平湖）有限公司（中国浙江省）
ベトナム丸全電産ロジステック会社(ベトナム　ホーチミン市)
マルゼン・オブ・アメリカ インコーポレイテッド（米国カリフォルニア州）

－ 10 －



2024/05/30 16:23:29 / 23071812_丸全昭和運輸株式会社_招集通知_電子提供措置用

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

物 流 事 業 2,507名 52名減

構 内 作 業 及 び 機 械 荷 役 事 業 857名 18名減

そ の 他 事 業 134名 １名減

全 社 ( 共 通 ) 211名 10名減

合 計 3,709名 81名減

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
1,106名 ４名減 40.6歳 16.3年

⑺　使用人の状況（2024年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数で記載しております。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 横 浜 銀 行 13,145百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 11,561
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,086

⑻　主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　特に記載すべき事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 40,000,000株
②　発行済株式の総数 20,618,244株（自己株式252,234株を含んでおります。)

③　株主数 4,040名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 2,112千株 10.37％

丸 全 商 事 株 式 会 社 1,645 8.08

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 1,219 5.98

株 式 会 社 横 浜 銀 行 903 4.43

丸 全 昭 和 運 輸 取 引 先 持 株 会 882 4.33

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 778 3.82

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 653 3.20

横 浜 振 興 株 式 会 社 441 2.16

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 402 1.97

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 300 1.47

株 式 の 種 類 お よ び 数 交 付 さ れ た 者 の 人 数

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。 ） 当社普通株式
2,100株 ５名

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2024年３月31日現在）

　　（注）譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数は5,400株増加しております。

④　大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（252,234株）を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２．(2)④取締役の報酬等」に記載しております。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 会 長 浅 井 俊 之
代 表 取 締 役 社 長 岡 田 廣 次 社長執行役員、内部監査室担当
代 表 取 締 役 中 村 匡 宏 専務執行役員、国際埠頭株式会社 代表取締役会長

取 締 役 安 藤 雄 一
専務執行役員、営業本部長、全部門・全関係会社統括
経営企画部、海外事業推進部、海外物流部管掌・担当

取 締 役 石 川 健 一
常務執行役員、経理部、関連事業部、ＤＸ推進部管掌
ＤＸ推進部担当

取 締 役
( 常 勤 監 査 等 委 員 ) 澁 谷 康 弘 株式会社有隣堂 社外監査役

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 内 藤 彰 信 学校法人実践学園 理事長

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 佐 藤 昭 雄 佐藤昭雄会計事務所 所長

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 桑 野 和 泉 株式会社玉の湯 代表取締役社長

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員 岡 田 廣 次

代 表 取 締 役
専 務 執 行 役 員 中 村 匡 宏 人事部、川崎研修センター、人事企画室管掌・担当

国際埠頭株式会社 代表取締役会長

取 締 役
専 務 執 行 役 員 安 藤 雄 一

全部門・全関係会社統括
経営企画部、海外事業推進部、海外物流部、鹿島支店、
成田物流センター管掌
経営企画部担当

取 締 役
常 務 執 行 役 員 石 川 健 一

経理部、関連事業部、ＤＸ推進部管掌
ＤＸ推進部担当

⑵　会社役員の状況
①　取締役の状況（2024年３月31日現在）

(注) １. 取締役（監査等委員）内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の３氏は、社外取締役であります。
２. 取締役（監査等委員）佐藤昭雄氏は、公認会計士ならびに税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知

見を有しております。
３. 当社は、情報収集の充実および重要な社内会議への出席ならびに内部監査部門等との連携により、監査の実効性を確保するた

め、澁谷康弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。
４. 当社は、取締役（監査等委員）内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。
５. 当社は執行役員制度を導入しております。2024年４月１日現在の執行役員は以下のとおりであります。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

常 務 執 行 役 員 野 口 利 英
横浜海運支店、輸出梱包センター、通関・保税部、東京
海運支店、港運部管掌

常 務 執 行 役 員 嶋 田 良 二
物流品質管理部管掌・担当
丸全トランスポート株式会社 代表取締役社長

常 務 執 行 役 員 櫻 井 　 充 総務部管掌

常 務 執 行 役 員 不 破 浩 一 営業本部長

常 務 執 行 役 員 本　　　　 多　　　   義     太     郎 関東支店、川崎支店管掌・担当

常 務 執 行 役 員 寺 岡 要 寛
中部支店、関西支店、堺泉北支店管掌
関西支店担当

執 行 役 員 野 﨑 薰 正
鹿島支店、成田物流センター担当
鹿島タンクターミナル株式会社 代表取締役社長
鹿島バルクターミナル株式会社 代表取締役社長

執 行 役 員 中 川 康 仁
輸出梱包センター、通関・保税部担当
輸出梱包センター長

執 行 役 員 本 田 和 之
経理部、関連事業部担当
経理部長

執 行 役 員 野 田 良 治
内部監査室担当
内部監査室長

執 行 役 員 相 田 　 宏
総務部担当
総務部長

執 行 役 員 中 山 博 達
東京海運支店、港運部担当
港運部長

執 行 役 員 長 　 佳 史
堺泉北支店担当
堺泉北支店長

執 行 役 員 内 山 藤 貴
中部支店担当
中部支店長

執 行 役 員 渡 辺 浩 道 横浜海運支店担当
横浜海運支店長

執 行 役 員 永 野 昌 俊
海外事業推進部、海外物流部担当
海外物流部長

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
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会社役員の状況

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、保険会社との間で、当社および関係会社の取締役、執行役員と監査役の全員を被保険者とす
る、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が
負担しております。
　当該保険の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に起因して、保険期間中に株主や投資家、従業
員またはその他第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・訴訟費用を
負担することによって被る損害を保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。
　なお、填補する金額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれな
いようにするための措置を講じております。

④　取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年２月８日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別
の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しておりましたが、2022年７月11日の取締役会において当該方針
を改定いたしました。
　また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法およ
び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うもので
あると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
１．基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、会社
業績等を総合的に勘案した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水
準とすることを基本方針とします。
２．取締役の個人別報酬等のうち次の事項の決定に関する方針
（１）個人別の報酬等（業績連動報酬等、非金銭報酬等以外）の額または算定方法
　固定報酬（確定型報酬）として、役員報酬規程に基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締
役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、報酬額を決定します。
（２）業績報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
　当社では採用しておりません。
（３）非金銭報酬等（株式報酬・ストックオプション等）の内容、額もしくは数または算定方法
　非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬制度とし、その内容は2022年６月29日開催の第120回定時株主総会
において決議されたとおりとします。付与数は当社の業績、株価、各取締役の役位、職責等を踏まえて決定
するものとします。

－ 15 －
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会社役員の状況

区 分 支 給 人 員 報酬等
の総額

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

基 本 報 酬 非金銭
報酬等

取  締  役
（監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く。）
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

５名
(－)

233百万円
(－)

225百万円
(－)

7百万円
(－)

取 締 役
（ 監 　 　 査 　 　 等 　 　 委 　 　 員 ）
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

４
(３)

29
(11)

29
(11)

－
(－)

合 計 ９ 263 255 7

（４）（１）（２）（３）の割合
　固定報酬と非金銭報酬の支給割合は、非金銭報酬が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として最も適切な支給割合とすることを方
針とします。
３．報酬等を与える時期、条件の決定に関する方針
　＜固定報酬＞金銭とし、在任中に毎月定期的に支払います。
　＜非金銭報酬＞支給する時期については、毎年７月の取締役会にて決議を行い８月に割当を行うものとし
ます。
４．報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
（１）委任を受ける者の氏名または当社での地位、担当
　代表取締役会長　浅井俊之
（２）委任する権限の内容
　上記２．（１）の個人別金額の決定および上記２．（３）の個人別割当株式数の決定
（３）権限の適切な行使のための措置の内容
　独立社外取締役が過半数で構成される諮問機関である、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問して、その審
議内容を勘案した上で、代表取締役会長が金額の決定を行います。

・取締役会は、代表取締役会長浅井俊之氏に対し各取締役の個人別の報酬等（業績連動報酬等、非金銭報酬等
以外）の金額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当
部門について評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。
ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 支給人員につきましては、延べ人数を記載しております。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2020年６月26日開催の第118回定時株主総会におい

て、年額260百万円以内（うち社外取締役分年額10百万円以内）と決議をいただいております（使用人兼務取締役の
使用人分給与は含まない）。第118回定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は５
名です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年６月26日開催の第118回定時株主総会において、年額50百
万円以内と決議をいただいております。第118回定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は４名です。

４. 2007年６月28日開催の第105回定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議しております。当事業年

－ 16 －
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度末現在における今後の打切り支給予定額は、以下のとおりであります。なお、支給時期は各取締役の退任時としてお
ります。
・取締役２名　　  21百万円

５. 2022年６月29日開催の第120回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制
限付株式に関する報酬等として、発行または処分される当社の普通株式の総数は年間２万株以内、支給する金銭報酬債
権の総額を年額50百万円以内と決議いただいており、非金銭報酬等には、当事業年度における費用計上額を記載して
おります。第120回定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は５名です。

６. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、当事業年度における交付状況は「２．(1)⑤当事業年度中に職務執行の対価
として当社役員に交付した株式の状況」に記載しております。

ハ．非金銭報酬等の内容
　当社は、監査等委員である取締役以外の取締役（以下「対象取締役」といいます。）に当社の企業価値の
持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
として、毎年一定の時期に、株主総会において承認を得た株式報酬上限額の範囲内において、譲渡制限付株
式を付与しております。
　譲渡制限付株式の付与は、①取締役の報酬等として金銭の払込みもしくは財産の給付を要せずに当社の普
通株式の発行もしくは処分をする方法、又は②対象取締役に金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を現
物出資させて、当社の普通株式の発行もしくは処分をする方法のいずれかの方法により行うものといたしま
す。また、上記②の方法により当社の普通株式を発行または処分する場合、その１株当たりの払込金額は、
発行または処分にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終
値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特
に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
　本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、譲渡
制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職する
日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、指名・報酬諮問
委員会の諮問を経て、当社取締役会において決定いたします。
　なお、本制度による譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当
契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれること
とします。
　①対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定め

る地位を退任または退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
　②法令、社内規則または本割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当

社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取得すること

－ 17 －
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区分 氏　名
取締役会
出席状況

監査等委員会
出席状況

発言状況および
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役
（監査等委員）

内藤彰信
16回中16回
（100％）

14回中14回
（100％）

他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活か
し、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求
められる役割・責務を十分に果たしております。また、
当事業年度に開催された指名・報酬諮問委員会６回のう
ち６回、委員として役員の人事・報酬の審議に携わり、
当社の企業価値向上に寄与されました。

佐藤昭雄 16回中16回
（100％）

14回中14回
（100％）

公認会計士としての深い専門知識と経験を有しており、主に財
務の健全性や正確性の観点から当社の経営に対する実効性の高
い監督等に十分な役割を果たしております。また、当事業年度
に開催された指名・報酬諮問委員会６回のうち６回、委員とし
て客観的・中立的立場で役員の人事・報酬の審議に携わり、当
社のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与されました。

桑野和泉 16回中16回
（100％）

14回中14回
（100％）

株式会社玉の湯の代表取締役として長年の経営に携わるほか、
観光や地域のまちづくりにおいても活躍しており、その豊富な
経験を活かし、女性の視点をもって取締役会にて助言・提言を
しております。また、当事業年度に開催された指名・報酬諮問
委員会６回のうち５回、委員として役員の人事・報酬の審議に
携わり、当社の持続的な成長に貢献しております。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役内藤彰信氏は、学校法人実践学園の理事長であります。なお、当社は学校法人実践学園との間に
は特別な関係はありません。

・取締役佐藤昭雄氏は、佐藤昭雄会計事務所の所長であります。なお、当社は佐藤昭雄会計事務所との間
には特別な関係はありません。

・取締役桑野和泉氏は、株式会社玉の湯の代表取締役であります。なお、当社は株式会社玉の湯との間に
は特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

－ 18 －
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会計監査人の状況

・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額
EY新日本有限責任監査法人 46百万円

・当社および子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額
EY新日本有限責任監査法人 58百万円

⑶　会計監査人の状況
①会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人
②会計監査人に対する報酬等

(注) １. 当社とEY新日本有限責任監査法人との間の監査契約において会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と
金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区別していないため、上記の報酬等の額には、これらの合計金額を
記載しております。

２. 当社の重要な海外子会社（マルゼン・オブ・アメリカ インコーポレイテッド）につきましては、当社の会計監査
人以外の会計監査人の監査を受けております。

③監査等委員会が会計監査人の報酬等の額について同意した理由
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から説明を受けた当該事業年度の監査計画にかかる監査

時間・配員計画から見積もられた報酬額の算定根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ
明瞭であることから、合理的なものであると判断いたしました。

④会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株

主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委

員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員
は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたしま
す。

（注）本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

（2024年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）
流　動　資　産

現金及び預金
受取手形、営業未収金及び契約資産
有価証券
貯蔵品
前払費用
その他
貸倒引当金

固　定　資　産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置
船舶
車両
工具器具備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウェア
のれん
その他

投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
長期前払費用
繰延税金資産
退職給付に係る資産
その他
貸倒引当金　

74,596
18,302
30,286
19,199

337
912

5,567
△10

116,761
78,439
37,131
7,700

0
933
269

30,066
2,036
301

3,095
456
157

2,481
35,226
27,526

141
437
662
925

5,550
△16　

流　動　負　債 39,367
支払手形及び営業未払金 13,954
短期借入金 8,697
１年内返済予定の長期借入金 6,996
未払金 1,034
未払費用 2,057
未払法人税等 2,772
未払消費税等 1,125
契約負債 42
賞与引当金 1,764
役員賞与引当金 3
その他 919

固　定　負　債 24,048
長期借入金 12,982
繰延税金負債 6,914
役員退職慰労引当金 67
補償損失引当金 571
退職給付に係る負債 412
資産除去債務 891
その他 2,208

負　債　合　計 63,416
（純　資　産　の　部）
株主資本 113,361

資本金 10,127
資本剰余金 9,960
利益剰余金 94,880
自己株式 △1,608

その他の包括利益累計額 12,566
その他有価証券評価差額金 11,616
為替換算調整勘定 803
退職給付に係る調整累計額 147

非支配株主持分 2,013
純 資 産 合 計 127,941

資 産 合 計 191,357 負 債 及 び 純 資 産 合 計 191,357

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（ 2023年４月 １日から
2024年３月31日まで ）

科 目 金 額
営 業 収 益 140,194
営 業 原 価 121,777
営 業 総 利 益 18,417

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,212
営 業 利 益 13,204
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 867
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 50
雑 収 入 378 1,295

営 業 外 費 用
支 払 利 息 193
雑 損 失 35 228

経 常 利 益 14,271
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 107
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,372
補 助 金 収 入 192
受 取 保 険 金 64 1,737

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 28
減 損 損 失 214
固 定 資 産 圧 縮 損 175
損 害 賠 償 金 70
補 償 損 失 引 当 金 繰 入 額 571 1,062

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 14,946
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,964
法 人 税 等 調 整 額 115
当 期 純 利 益 9,866
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 124

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 9,741

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円)

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2023年４月 １日から
2024年３月31日まで ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2 0 2 3 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 10,117 9,949 87,457 △600 106,924

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 10 10 21

剰 余 金 の 配 当 △2,318 △2,318

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 9,741 9,741

自 己 株 式 の 取 得 △1,008 △1,008

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) －

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 10 10 7,423 △1,008 6,436

2 0 2 4 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 10,127 9,960 94,880 △1,608 113,361

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2 0 2 3 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 6,854 539 △154 7,239 1,920 116,085

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 － 21

剰 余 金 の 配 当 － △2,318

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 － 9,741

自 己 株 式 の 取 得 － △1,008

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 4,762 263 301 5,326 92 5,419

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 4,762 263 301 5,326 92 11,856

2 0 2 4 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 11,616 803 147 12,566 2,013 127,941

連結株主資本等変動計算書

(注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2024年３月31日現在）
(単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）

 流　動　資　産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
営 業 未 収 金 及 び 契 約 資 産
有 価 証 券
貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
仮 払 金
立 替 金
信 託 受 益 権
貸 倒 引 当 金

 固　定　資　産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
商 標 権
電 話 加 入 権
施 設 利 用 権
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
差 入 保 証 金
有 期 年 金 保 険
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

58,426
6,516
539

25,832
19,199

131
519
792
160
357

1,186
3,200

△9
97,768
43,630
20,860
1,288
1,569
253
109

19,381
154
13

2,852
429

0
7
1

434
1,978

51,286
24,598
17,002

3
3,105
1,740

18
685

1,339
2,635
174
△16　

流　動　負　債 32,886
営 業 未 払 金 13,220
短 期 借 入 金 8,317
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 6,022
リ ー ス 債 務 48
未 払 金 458
未 払 費 用 740
未 払 法 人 税 等 2,148
未 払 消 費 税 等 769
預 り 金 231
前 受 収 益 39
契 約 負 債 21
賞 与 引 当 金 869

固　定　負　債 12,617
長 期 借 入 金 7,152
リ ー ス 債 務 123
繰 延 税 金 負 債 4,637
長 期 未 払 金 21
資 産 除 去 債 務 584
そ の 他 97
負 債 合 計 45,503

（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本 99,892

資 本 金 10,127
資 本 剰 余 金 9,887
資 本 準 備 金 8,853
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,034

利 益 剰 余 金 80,899
利 益 準 備 金 1,658
そ の 他 利 益 剰 余 金 79,241
特 定 資 産 買 換 圧 縮 積 立 金 1,291
退 職 給 与 積 立 金 300
別 途 積 立 金 68,093
繰 越 利 益 剰 余 金 9,557

自 己 株 式 △1,023
評価・換算差額等 10,799
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 10,799

純 資 産 合 計 110,692
資 産 合 計 156,195 負 債 及 び 純 資 産 合 計 156,195

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで ）

科 目 金 額
営 業 収 益 111,730
営 業 原 価 98,800
営 業 総 利 益 12,929
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,715
営 業 利 益 10,213
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,815
雑 収 入 186 2,002

営 業 外 費 用
支 払 利 息 125
雑 損 失 13 138

経 常 利 益 12,077
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 60
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,372
補 助 金 収 入 2
受 取 保 険 金 64 1,501

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 28
固 定 資 産 圧 縮 損 2
損 害 賠 償 金 57 88
税 引 前 当 期 純 利 益 13,490
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,810
法 人 税 等 調 整 額 41
当 期 純 利 益 9,638

損　益　計　算　書

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計

特定資産
買換圧縮
積 立 金

退職給与
積 立 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

2023年４月１日 残高 10,117 8,842 1,034 9,877 1,658 1,314 300 62,093 8,214 73,579 △14 93,559
事 業 年 度 中 の 変 動 額
新 株 の 発 行 10 10 10 － 21
特定資産圧縮積立金の取崩 － △22 22 － －
剰 余 金 の 配 当 － △2,318 △2,318 △2,318
別 途 積 立 金 の 積 立 － 6,000 △6,000 － －
自 己 株 式 の 取 得 － － △1,008 △1,008
当 期 純 利 益 － 9,638 9,638 9,638
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

－ － －

事業年度中の変動額合計 10 10 － 10 － △22 － 6,000 1,342 7,320 △1,008 6,333
2024年３月31日 残高 10,127 8,853 1,034 9,887 1,658 1,291 300 68,093 9,557 80,899 △1,023 99,892

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2023年４月１日 残高 6,423 6,423 99,982
事 業 年 度 中 の 変 動 額
新 株 の 発 行 － 21
特定資産圧縮積立金の取崩 － －
剰 余 金 の 配 当 － △2,318
別 途 積 立 金 の 積 立 － －
自 己 株 式 の 取 得 － △1,008
当 期 純 利 益 － 9,638
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

4,376 4,376 4,376

事業年度中の変動額合計 4,376 4,376 10,709
2024年３月31日 残高 10,799 10,799 110,692

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 飯　塚　正　貴
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 藤 陽 子

独立監査人の監査報告書
2024年５月21日

丸全昭和運輸株式会社
取　締　役　会　　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　京　事　務　所

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、丸全昭和運輸株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日まで
の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、丸全昭和運
輸株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連
結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 飯　塚　正　貴
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 藤 陽 子

独立監査人の監査報告書
2024年５月21日

丸全昭和運輸株式会社
取　締　役　会　　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　京　事　務　所

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、丸全昭和運輸株式会社の2023年４月１日から2024年３月31
日までの第122期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類
等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算
書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第122期事業年度における取締役の職務

の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた
しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについ
ては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組み
は、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の
会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３．後発事象
特に記載すべき事項はありません。

2024年５月22日
丸全昭和運輸株式会社　監査等委員会
常勤監査等委員 澁 谷 康 弘 ㊞

監査等委員 内 藤 彰 信 ㊞
監査等委員 佐 藤 昭 雄 ㊞
監査等委員 桑 野 和 泉 ㊞

　
（注） 監査等委員　内藤彰信、佐藤昭雄及び桑野和泉は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規

定する社外取締役であります。
以　上
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剰余金処分の件

繰越利益剰余金 6,800,000,000円

別途積立金 6,800,000,000円

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、長期的に安定した配当の維持を基本
としながら、企業体質の強化と今後の事業展開等を勘案して以下のとおり期末配当およびその他の剰余金の処
分をさせていただきたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
①　配当財産の種類
金銭といたします。

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金70円といたしたいと存じます。
また、この場合の配当総額は1,425,620,700円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月28日といたしたいと存じます。
　なお、本議案が原案どおり承認可決された場合、年間配当金は、中間配当金60円とあわせまして、前
期に比べ30円増配の130円となります。

２．その他の剰余金の処分に関する事項
①　減少する剰余金の項目とその額

②　増加する剰余金の項目とその額

－ 32 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候 補 者
番 号

ふ         り         が         な
氏　　　　　　　　　名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

１

あさ
浅

 

　
い
井

 

　
とし
俊

 

　
ゆき
之

(1945年６月27日生)

    1968年    3 月 当社入社
    1996年    10月 当社中部支店長
    2001年    6 月 当社取締役
    2005年    6 月 当社常務取締役
    2009年    6 月 当社代表取締役専務
    2012年    6 月 当社代表取締役社長
    2020年    6 月 当社代表取締役社長 社長執行役員

2022年    6 月 当社代表取締役会長（現任）

23,400株

〔取締役候補者とした理由〕
2012年に当社代表取締役社長に就任以来、強いリーダーシップをもって当社グループの事業活動を牽
引しており、その豊富な経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者としております。

２

おか
岡

 

　
だ
田

 

　
ひろ
廣

 

　
つぐ
次

(1958年12月１日生)

    1982年    3 月 当社入社
    2009年    6 月 当社中部支店長
    2015年    6 月 当社取締役
    2015年    10月 当社関西支店長
    2017年    6 月 当社常務取締役
    2019年    6 月 当社代表取締役専務
    2019年    6 月 当社営業本部長
    2020年    6 月 当社代表取締役 専務執行役員

2022年    6 月 当社代表取締役社長 社長執行役員（現任）

17,200株

〔取締役候補者とした理由〕
長年にわたり当社の中部・関西エリアの部門長を務めたことに加えて、代表取締役として当社グルー
プの経営に深く携わるなど、豊富な経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者として
おります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（５名）は、本総会終結の時を
もって任期満了となります。
　つきましては、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、当社の監査等委員会は、取締役候補者の選任については、委員の過半数が社外取締役である任意の指
名・報酬諮問委員会における検討など、適切な手続を経て選任されており、各候補者の資質、業務執行状況、取
締役会の構成等の観点から、各候補者はいずれも妥当であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候 補 者
番 号

ふ         り         が         な
氏　　　　　　　　　名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

３

なか
中

 

　
むら
村

 

　
まさ
匡

 

　
ひろ
宏

(1960年８月29日生)

    1987年    7 月 当社入社
    1999年    4 月 当社経営企画室長
    1999年    6 月 当社取締役
    2001年    6 月 当社常務取締役
    2020年    6 月 当社取締役 常務執行役員

2022年    6 月 当社代表取締役 専務執行役員（現任）
221,900株［重要な兼職の状況］

国際埠頭株式会社代表取締役会長
〔取締役候補者とした理由〕
長年にわたり取締役として当社グループの経営に深く携わり、その会社経営の豊富な経験と実績を活
かし、2019年に当社の連結子会社となった国際埠頭株式会社の代表取締役会長として、当社グループ
の経営に尽力していることから、引き続き取締役候補者としております。

４

あん
安

 

　
どう
藤

 

　
ゆう
雄

 

　
いち
一

(1965年４月15日生)

    1989年    3 月 当社入社
    2013年    4 月 当社営業企画部長
    2016年    4 月 当社営業企画部長兼３ＰＬ事業部長
    2017年    6 月 当社取締役
    2019年    6 月 当社常務取締役
    2019年    6 月 当社営業本部副本部長
    2020年    6 月 当社取締役 常務執行役員
    2021年    4 月 当社営業本部長

2022年    6 月 当社取締役 専務執行役員（現任）

9,300株

〔取締役候補者とした理由〕
長年にわたり、当社の営業部門の部門長を務め、マーケティングや３ＰＬ事業における豊富な知識と
経験を有していることから、引き続き取締役候補者としております。

５

いし
石

 

　
かわ
川

 

　
けん
健

 

　
いち
一

(1953年９月19日生)

    1978年    3 月 当社入社
    2007年    6 月 当社経理部長
    2012年    6 月 当社取締役
    2017年    6 月 当社常務取締役
    2020年    6 月 当社取締役 常務執行役員（現任） 7,400株

〔取締役候補者とした理由〕
長年会計業務に携わり当社経理部の部門長を務め、経理・関連事業・ＤＸにかかる部門などを管掌す
る取締役として当社グループの経営を担ってきた実績から、引き続き取締役候補者としております。

（注）１. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約

の内容の概要は、事業報告の「２．(2)③役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。取締役候補者の選
任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時に
おいても同内容での更新を予定しております。
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監査等委員である取締役選任議案

候 補 者
番 号

ふ         り         が         な
氏　　　　　　　　　名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

１

しぶ
澁　

や
谷　

やす
康　

ひろ
弘

(1961年２月３日生)

    1983年    4 月 株式会社横浜銀行入行
    2010年    4 月 同行執行役員融資部長
    2012年    5 月 同行執行役員
    2013年    6 月 同行取締役執行役員
    2016年    4 月 同行取締役
    2016年    6 月 当社常勤監査役（社外監査役）
    2020年    6 月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

［重要な兼職の状況］
株式会社有隣堂社外監査役

800株

〔取締役候補者とした理由〕
他社での取締役執行役員として経営に深く参画された経験に基づき、当社の常勤監査等委員として取
締役会、監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保していただいた実績から、引き続き取締役
候補者としております。

２

ない
内

 

　
とう
藤

 

　
あき
彰　

のぶ
信

(1948年12月12日生)

    1971年    4 月 三菱商事株式会社入社
    1998年    7 月 米国CALIFORNIA OILS CORP.社長
    2002年    6 月 国際埠頭株式会社代表取締役社長
    2002年    6 月 株式会社ケー・エフ代表取締役社長
    2009年    6 月 国際埠頭株式会社顧問
    2011年    6 月 当社社外取締役
    2020年    6 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

－

〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割等〕
他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、また、当社
のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、引き続き社外取締役候補者としております。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
　監査等委員である取締役全員４名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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監査等委員である取締役選任議案

候 補 者
番 号

ふ         り         が         な
氏　　　　　　　　　名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

３

さ
佐　

とう
藤　

あき
昭　

お
雄

(1950年12月20日生)

    1979年    10月 新光監査法人入所
    1983年    3 月 公認会計士登録
    2007年    6 月 新日本監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）入所
    2008年    6 月 佐藤昭雄会計事務所所長（現任）
    2017年    6 月 当社社外監査役
    2019年    6 月 当社社外取締役
    2020年    6 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

－

〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割等〕
過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として
の活動により深い専門知識と経験を有しており、当社の社外取締役として財務の健全性や正確性の観
点から貢献していただいた実績から、引き続き社外取締役候補者としております。

４

くわ
桑

 

　
の
野

 

　
い ず み
和　泉

(1964年８月１日生)

    1988年    2 月 株式会社玉の湯入社
    1995年    4 月 同社専務取締役
    2003年    10月 同社代表取締役社長（現任）
    2012年    6 月 株式会社大分銀行社外取締役
    2014年    6 月 九州旅客鉄道株式会社社外取締役
    2022年    6 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） －

〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割等〕
他社での長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を活かし、当
社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献していただいた実績から、引き続き社外取締役候
補者としております。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．内藤彰信、佐藤昭雄および桑野和泉の３氏は社外取締役候補者であります。
３．内藤彰信、佐藤昭雄および桑野和泉の３氏は現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期

間は本総会終結時をもって、内藤彰信氏が13年、佐藤昭雄氏が５年、桑野和泉氏が２年となります。
４．当社は、内藤彰信、佐藤昭雄および桑野和泉の３氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限
度額としており、内藤彰信、佐藤昭雄および桑野和泉の３氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定でありま
す。

５．当社は、内藤彰信、佐藤昭雄および桑野和泉の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。３
氏の再任が承認された場合は、当社は３氏を引き続き独立役員とする予定であります。

６．当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の
内容の概要は、事業報告の「２．(2)③役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。監査等委員である取
締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更
新時においても同内容での更新を予定しております。
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【ご参考】株主総会終了後の取締役のスキル・マトリックス

氏名 地位 社外 企業経営
営業・

マーケティ
ング

財務・会計
法務・

コンプライ
アンス

グローバル 業界知見
ESG・

サステナビ
リティ

浅井　俊之 代表取締役会長 ○ ○ ○

岡田　廣次 代表取締役社長 ○ ○ ○

中村　匡宏 代表取締役 ○ ○ ○

安藤　雄一 取締役 ○ ○ ○

石川　健一 取締役 ○ ○ ○ ○

澁谷　康弘 取締役
（常勤監査等委員） ○ ○ ○

内藤　彰信 取締役
（監査等委員） ○ ○ ○

佐藤　昭雄 取締役
（監査等委員） ○ ○ ○

桑野　和泉 取締役
（監査等委員） ○ ○ ○

【ご参考】本株主総会終了後の取締役のスキル・マトリックス

地位は現在の地位を記載しております。

以　上
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地図

○Ｊ　　Ｒ　　線／関内駅下車徒歩２分
○横浜市営地下鉄／関内駅下車徒歩１分
○みなとみらい線／日本大通り駅下車徒歩10分
○バ　　　　　ス／港町下車徒歩１分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

第122回定時株主総会会場のご案内図

会場…横浜市中区尾上町一丁目８番地 関内新井ビル11階
関内新井ホール
電話　045－681－6763

横浜公園

本町通り

尾上町通り

日
本
大
通
り

み
な
と
大
通
り

関
内
大
通
り

馬
　
車
　
道

みずほ銀行

関内ホール

セルテ

京阪横浜
ビル

三井住友銀行

横浜地方
裁判所

交番

みなとみらい線
「日本大通り駅」
県庁口出口

日本銀行

開港記念会館

太田町局

横浜信金

交番
市営地下鉄
１番出口

市営地下鉄
３番出口

ＧＳ

当社

至　横浜 至　磯子・大船

横浜中
年金事務所

横浜
スタジアム（旧横浜市役所）

ＪＲ関内駅

〒

関内新井ホール
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